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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２８年８月２２日（平成２８年（行情）諮問第５０７号） 

答申日：平成２８年１１月９日（平成２８年度（行情）答申第５０３号） 

事件名：電子電話番号簿の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「電子電話番号簿（市ヶ谷を除く）」（以下「本件対象文書」という。）

につき，その一部を不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく本件対象文書の開示請求に対し，平成２８年３月１８日

付け防官文第４９１３号により防衛大臣が行った一部開示決定（以下「原

処分」という。）について，その取消しを求める。 

 ２ 異議申立ての理由 

一部に対する不開示決定の取消し。 

記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべきで

ある。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 経緯 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，これに該当

する行政文書として「電話電子番号簿」を特定した。 

本件開示請求に対しては，法１１条を適用し，平成２８年３月１８日ま

で開示決定等の期限を延長した上で，まず，特定した行政文書のうち，市

ヶ谷駐屯地部分について平成２７年１１月６日付け防官文第１７６９１号

により，法５条３号に該当する部分を不開示とする一部開示決定処分を行

い，本件対象文書について，その一部が法５条３号の不開示情報に該当す

ることから，平成２８年３月１８日付け防官文第４９１３号により，当該

部分を不開示とする原処分を行った。 

 ２ 法５条該当性について 

本件対象文書中，緊急時の連絡部署及びその内線番号（公表資料等にお

いて，既に公にしているものを除く。）については，これを公にすること

により，緊急時の連絡先や連絡態勢あるいは枢要な部署が推察され，有事

等の際に攻撃，妨害等の目標となるなど，我が国の安全が害されるおそれ
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があることから，法５条３号に該当するため不開示とした。 

 ３ 異議申立人の主張について 

（１）異議申立人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分につ

いては開示すべきである。」として，不開示部分についてその取消しを

求めるが，本件対象文書の法５条該当性を十分に検討した結果，その一

部が上記２のとおり同条３号に該当することから当該部分を不開示とし

たものであり，その他の部分については開示している。 

（２）以上のことから，異議申立人の主張にはいずれも理由がなく，原処分

を維持することが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２８年８月２２日   諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書の収受 

   ③ 同年９月６日       審議 

   ④ 同年１１月７日      本件対象文書の見分及び審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象文書について 

本件対象文書は，市ヶ谷駐屯地を除く陸上自衛隊の各部署の内線番号が

記載されたものである。 

異議申立人は，原処分の取消しを求めており，諮問庁は，本件対象文書

の一部が法５条３号に該当するとして不開示とした原処分を妥当としてい

ることから，以下，本件対象文書の見分結果に基づき，不開示情報該当性

について検討する。 

 ２ 不開示情報該当性について 

本件対象文書中，陸上自衛隊の緊急時の連絡部署並びにその内線電話番

号及びＦＡＸ番号が不開示とされている。 

当該部分は，これを公にすることにより，緊急時の連絡先や連絡態勢あ

るいは枢要な部署等が明らかとなり，有事等の際に，防衛省・自衛隊の任

務の効果的な遂行に支障を来すなど，国の安全が害されるおそれがあると

行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法

５条３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

 ３ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条３号に該当す

るとして不開示とした決定については，不開示とされた部分は同号に該当

すると認められるので，妥当であると判断した。 

（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 




